
食品廃棄物の不適正な処理
事案を受けて

～排出事業者・処理業者の在り方～

平成28年9月7日

京都府環境部循環型社会推進課

田中 良一



１ 食品廃棄物の不適処理事案について
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２ 廃棄物処理法～排出事業者の位置付け



廃棄物とは（法第２条）

不要物
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商品を買うとき…
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廃棄物を処理するとき…
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今回の事案は…
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理
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者

？
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排出事業者の責任

自らの責任

適正に処理しなければならない。

※処理

廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、最終処
分を含む行為を言います。
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一般廃棄物と産業廃棄物の処理主体

○一般廃棄物

○産業廃棄物（産廃）

産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

※

一般廃棄物か産業廃棄物かでその処理主体は変わるので注意！
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一般廃棄物と産業廃棄物
（ガイドブックP３）

産廃であるものとして20 種類
それら以外 一般廃棄物

産廃以外が一般廃棄物！
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一般廃棄物と産業廃棄物
（ガイドブックP３）

13



一般廃棄物と産業廃棄物
（ガイドブックP３）

産業廃棄物

ポイント
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参考）産業廃棄物の許可しか持たない処理業者の方が、
一般廃棄物の処理の委託を許可なく受けて収集運搬や
処分を行った場合、無許可営業となり、産廃の許可が
取り消されるおそれがあります。



通常の産廃の処理

許可を持った産廃処理業者に委託することが可能

処理の責任は、委託しても排出事業者

注意義務

処理の状況に関する確認
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排出事業者に課せられる基準

処理基準
飛散、流出しないよう 悪臭、騒音又は振動による生活環

境の保全上支障が生じないよう

保管基準

委託基準

産業廃棄物管理票（マニフェスト）交付義務

注意義務（前ページ参照）など 16



排出事業者の処理責任
（ガイドブックP４）

自らの目で確認 適正に処
理が行われる産廃業者に処理を委託することが非常
に重要

ポイント

社会的信用の失墜
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産廃の処理（収集運搬・処分）委託

① 産廃業者の選定

② 委託契約の締結

③ 引き渡しに伴うマニフェストの交付

④ 実際の処理状況の確認
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① 産廃業者の選定（ガイドブックP４）

処理委託する産廃を適正処理できるか

026200999999

優
良住所 京都府京都市下京区まゆまろ町

産業廃棄物処分業

氏名 なす まろ

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた者であ
ることを証する。

京都府 山田 啓二
京都府
知事印

許 可 の 年 月 日 平成28年９月７日
許可の有効年月日 平成34年１月１日

１． 事業の範囲
＜中間処理業（堆肥化）＞
動植物性残さ

２．事業の用に供する
堆肥化施設
施設場所：宇治市まゆまろ町
設置年月日：平成27年１月１日

処理能力：１ｔ/日
許可年月日、許可番号etc…

３．…
４．…
５．…
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３Ｒ支援センター冊子
排出事業者のための処理委託のポイント（Ｐ１０）
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許可証を見ただけで、実際に処理できるとわかる？

処分地



～信頼できる産廃業者への委託～

不利益処分
→許可取消等がないか自治体ＨＰの確認を！

情報の開示
→事業計画や財務状況等の公開している場合

また、可能な限り処理業者の方は開示を

処理状況は適切
→処理基準の遵守

中間処理後のモノの処理

5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）etc… 優良認定業者の活用を！
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① 産廃業者の選定
（ガイドブックP４）

入念に打ち合わせ、
信頼関係を築くことが重要

産廃処分場を確認し、

適正な処理料金であるか

ポイント
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② 委託契約の締結（３Ｒセンター冊子Ｐ11）
廃棄物処理法の ｢委託基準｣ を必ず守る必要がある！
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② 委託契約の締結（３Ｒセンター冊子Ｐ11）
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③ 引渡しに伴うマニフェストの交付（３Ｒセンター冊子Ｐ12）
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排出事業者

A

保管票

Ｂ２

運搬終了票

D

処分終了票

E

最終処分終了票

③ 引渡しに伴うマニフェストの交付（処分までの流れ）

ＤとＥは普通は違う
タイミングで送られてくる。
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③ 引渡しに伴うマニフェストの交付（３Ｒセンター冊子Ｐ14）

→今回の事件は、
マニフェストの虚偽記載
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処理を委託しても責任を問われる場合（例）
委託基準違反
マニフェスト交付義務違反等

注意義務違反

不法投棄をしたら…

委託した事業者の責任として、

産廃の撤去など措置命令（撤去費用負担など）
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④ 実際の処理状況の確認

①～③に加え、

産廃処分場の現地確認

産廃業者の公開情報から施設の稼働状況

そして実際の処理が適切にされているか？
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３ 食品廃棄物等の実際の処理にあたって
～できること～



～引渡しまでに出来ること～（ガイドブックP７）

転売されない状態にすることも、有効

→ 処理業者の方と連携をする必要があります。

開封・穴あけ等 つぶす等の破壊措置
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～食品廃棄物の不適正な処理の防止策（処理時）～
（ガイドブックP８）

① ピット等への直接投入

③監視カメラによる確認
④廃棄証明書（写真付き）の発行依頼

できるなら有効！確認は？

視角もあるが…、録画も？

② 処理時の立会

とても有効だが、毎回出来る？

自身の産廃だとわかる？

組合せ
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負担増

事前に（契約時等）書面等で取り決め

産廃業者の方々と入念な打ち合せ

～食品廃棄物の不適正な処理の防止策（処理時）～
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～食品廃棄物の不適正な処理の防止策～
処理の状況の確認
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おさらい



～食品廃棄物の不適正な処理の防止策～
処理の状況の確認（ガイドブックP9）

処理業者の方々は真摯な受入、対応をお願いいたします。 40



① 処理後のモノに関する書類（マニフェストや伝票等）の確認

➡ 伝票や帳簿、マニフェスト等との間でおかしなところがないか？

～食品廃棄物の不適正な処理の防止策～
処理の状況の確認（ガイドブックP10）
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② 不適正な保管及びマニフェストＤ票の確認

➡ 保管状況と返送マニフェストを比較し、不審なところないか？

産廃の保管が過大などの不適正な保管がないか？
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～食品廃棄物の不適正な処理の防止策～
処理の状況の確認（ガイドブックP10）



取組事例などの紹介（ガイドブックP11）
食品業者へのアンケートから見えるもの
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参考になるチェックリストなど

環境省も作成を予定

当ガイドブックチェックリスト（P13,14）
全産連チェックリスト
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（ガイドブックP12）


